
です「障害者週間」「障害者週間」12月３日～９日は

　「やさしいまち」を目指して私たちができることをヘルプマ
ークカードに書いて、チーバくんのパネルに貼りましょう。
時 12月５日㈪~26日㈪ 所 市民ホール（市役所１階）

ヘルプマークでチーバくんを飾ろう

　障がいのある当事者からのメッセージなどをパネルにし、展示します。
時 12月３日㈯～９日㈮
所 ワークスペース（中央図書館１階）

障害者週間パネル展

　基本的な感染防止対策をお願いしているところですが、障がいのあ
る人からは、障がいの特性によるさまざまな不安や不便を感じている
という声が届いています。これらを解消するためには、周囲の理解と
配慮が必要です。

コロナ禍での障がいのある方への配慮

　周りの人との身体的距離が取りづらい、レジなどの順番待ちをする位置を
把握しづらい、買い物で品物を選ぶときに、実際に商品に触れて確かめる必
要があることを理解されない、といった困りごとがあります。

●レジなどで困っている様子の人を見かけたら、積極的に声をかける
● 消毒液の置き場所が分かるよう、店内放送や自動音声案内などを実施する
● 窓口では、アクリルシートの有無や、電子マネー決済端末の場所など、周
辺の状況を詳しく説明する

● 適切な距離を確保できる場合は、状況に応じてマスクを外したり、マスク
の代わりにフェイスシールドを用いたりなど、言葉の明瞭度を上げる

視覚障がい

　聴覚障がいのある人は、コミュニケーションを取る際に、
相手の口の動きや表情を参考にしています。そのため、マス
クの着用によって、コミュニケーションが取りづらくなって
います。また、医療機関などで、手話通訳者の同行を拒否さ
れる事例も発生しています。

● 適切な距離を確保できるときは、口の動きが見えるようマ
スクを外してコミュニケーションを取るほか、フェイスシ
ールドやアクリルシートなどを用いる
● 医療機関の受診などに際し、手話通訳などの意思疎通支援
が必要な人に対しては、感染防止対策を行ったうえで、手
話通訳者の同行を認めたり、困難な場合は、タブレットに
よる遠隔手話通訳を認めたりなど、柔軟に対応する
● レジや窓口では、筆談のための用紙やコミュニケーション
ボードなどを用意する

聴覚障がい

　知的障がいのある人にとって、レジなどに並ぶ際の立ち位
置を把握することは難しく、感覚過敏の特性がある発達障が
いのある人などにとっては、マスクの着用が難しいことがあ
ります。また、自分で周りの人と適切な距離を確保すること
が難しい人、車いすから届きにくい位置にある消毒用の噴霧
器を使用できない人もいます。

● 並ぶ位置を示す際は、線を引くだけでなく、靴のマークな
どで分かりやすく表示する
● さまざまな理由から、マスクの着用が難しい人もいること
を理解する
● 適切な距離の確保をお願いするときは、あいまいな表現を
避け、どうすればよいかを具体的に伝える
● 消毒液の噴霧器は、車いすを使用する人などでも利用しや
すいよう、設置場所のほか、プッシュ式や足踏み式など複
数の種類を検討する

そのほか

　市では、障がいの有無にかかわらず、お互いを尊重し、ともに生きる
「やさしいまち」の実現に取り組んでいます。この機会に、私たちがで
きることを考えてみませんか。

問
ID 1027824障がい事業課 ☎712・6398

のルール自転車
　自転車の交通事故があとを絶ちません。自転車も車やバイ
クと同様に、交通ルールを守り、安全に運転することが義務
づけられています。身近な乗り物だからこそ、より安全に乗
ることができるよう、自転車の交通ルールや交通マナーをも
う一度見直しましょう。

ID 1000489問 市民安全課 ☎712・6590

守ろう！

３カ月以下の懲役
または５万円以下
の罰金

　道路交通法上、自転車は
「車両」です。歩道と車道があ
る道路では、原則、車道の左
端を走行します。右側通行は
逆走となり、大変危険です。

罰　則

右側通行

　歩道は歩行者が優先です。歩道を通行するときは、車道寄りの部分、または道路
標示によって指定された部分を安全な速度で走りましょう。歩いている人が前に
いたら、自転車から降りて押して歩き、追い抜いてから乗るようにしましょう。

２万円以下の罰金または科料（歩行者の通行を妨げた場合）罰　則

徐行せず歩道走行

　「一時停止」の標識がある所では、車だけでなく自転車も必ず一時停止をして、
安全を確かめなければいけません。

３カ月以下の懲役または５万円以下の罰金罰　則

一時不停止

　車道を走行している場合、車両用の信号に従
うのが原則です。交差点を渡るときは、徐行や
一時停止をして、周囲を十分に確かめましょ
う。見通しの悪い交差点や、狭い道路から広い
道路に出る場合は、特に注意しましょう。

３カ月以下の懲役または５万円以下
の罰金罰　則

信号無視
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